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大 阪 市 建 設 局 

 

 

大阪市建設局における工事請負入札にかかる 

入札参加資格審査における総合評定値の見直しについて 

 

 
標題の件について、平成22年4月1日付け大阪市電子調達システム上において物件等級及

び発注予定価格についてのお知らせがあったところですが、建設局が入札を執行する工事

請負契約にかかる経営事項審査における総合評定値（Ｐ点）においても、次のとおり取り

扱いますのでお知らせします。 
 

 

1建設局が入札を執行する工事請負契約にかかる経営事項審査における総合評定値 

（平成22年6月以降） 

工事種目 物件等級 総合評定値 予定価格 

土木工事 D 600点未満 

建築工事 D 650点未満 

舗装工事 C 600点未満 

電気工事 C 750点未満 

給排水衛生冷暖房工事 C 750点未満 

造園工事 C 650点未満 

20万円超～700万円以下 

 

※ 「障害者の雇用の促進等に関する法律」に定められた法定雇用障害者数を充足しない有

資格者については、総合評定値から10点差し引いた値をもって当該者の総合評定値と

みなすものとする。 
   ただし、「障害者雇用状況報告書」の提出を義務付けられたものに限る。 
 

2実施時期   平成22年6月1日 


